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　Pune の ITAT( 税務高等審判所、Income-Tax Appellate Tribunal) において日系企業にも影響
がある審判がなされました。当該審判からもたらされる結論 ( 日本親会社等に対する影響 ) とし
てはインド居住者 ( インド現地法人等 ) がインド非居住者 ( 日本親会社等 ) に対して Royalty 及び
FTS( 技術上の役務提供、Fees for Technical Services) 等の支払を行う際に必要な源泉徴収におい
て、納税者にとって有利な日印租税条約 12 条による 10% の税率を適用するためにインド非居住
者 ( 日本親会社等 ) は PAN( 納税者番号、Permanent Account Number) を取得する必要はないと
いうものです。
　そもそも法人税法がなおも PAN を引き続き租税条約適用のために必要としている理由のひとつ
として、PAN はいわゆる日本におけるマイナンバーなるもので、インド税務当局による PAN を保
有する外国法人等の税務申告等のコンプライアンスに係るトレースや重要な税務関連取引の捕捉が
容易になることが考えられます。よって実務上日本親会社は日印租税条約の恩恵 10% を享受する
ために PAN を取得し、さらにインドにおいて税務申告を行うかあるいは PAN は取得せず、日印租
税条約とインド所得税法における源泉徴収に係る税率の差異である 10.6% を外国税額控除出来な
いコストとして甘受するかといういずれかの選択をしているかと思われます。
　今回の訴訟の争点はインド所得税法 Section 90(2) において規定されている「所得税法と租税
条約において競合的規定がある場合は、納税者にとって有利な方を優先して適用する」という内
容と同じく Section 206AA において規定されている「源泉徴収に係る支払相手が PAN を取得して
いない場合、206AA は所得税法の他のすべての規定に優先する。＜よって所得税法の規定による
20.6% が適用される＞」という内容のどちらを優先するべきかいう点でした。
　CITA における判断は Section 206AA の条項は所得税法における他の条項には優先するが、所得
税法における条項よりも納税者にとって有利な範囲において租税条約の恩恵を享受できるとした
Section 90(2) には優先しない。つまり Royalty 及び FTS 等の支払を受けるインド非居住者は租
税条約の適用を受けるために PAN 取得は必要ないと判断しました。これに対して税務当局は ITAT
に控訴しましたが、ITAT は CITA の判断を支持する審判を下したのが今回のトピックになります。
　しかしながら、なおも税務当局が HC( 高等裁判所、High Court) に控訴する可能性も十分ある
ため現段階においては確定的とはいえませんが、納税者にとっては金銭面でも事務負担面でも有利
な審判として歓迎されるものであることから今後の行方を注視していきたいところです。
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